
令和８年度玉城町地域おこし協力隊募集支援業務仕様書 
 

1 業務名 

令和８年度玉城町地域おこし協力隊募集支援業務 

 

2 履行場所 

度会郡玉城町地内 

 

3 履行期間 

契約の日から令和９年３月１９日まで 

 

4 目的 

地域おこし協力隊の募集から採用、定住・定着までの一貫した支援を行うこ

ととしており、ミッションの組成や協力隊希望者と地域の交流、地域が求める

人材とのマッチングに向けた募集•任用に係るノウ八ウの提供、移住定住支援

などの幅広いサポートを行う。 

 

5 業務内容 

（1）隊員のミッション•求める人物像の設定に向けたサポート 

玉城町が抱える課題の洗い出しのほか、課題の解決や地域の魅力の向上につ

ながるミッションおよび玉城町が求める人物像の設定に向け支援すること。

条件は以下のとおり。 

・ミッション、求める人物像の設定については、玉城町の課題や目指す姿を踏

まえたうえでアドバイスをすること。 

・県内協力隊の活動事例の紹介や隊員 OB,OGの経験談等により支援を行い、必

要に応じて隊員 OB,OGに玉城町との打ち合わせへの参加を求めること。 

（2）協力隊希望者等を対象とした現地体験会開催のためのサポート 

隊員希望者に玉城町について知ってもらうための現地体験会開催等を行う

こと。条件は以下のとおり。 

・地域おこしやミッション等に関する議論が活発になされる内容とすること。 

・体験会は住民、行政、協力隊 OB,OG、隊員希望者などが参加し、参加者同士

が交流する機会となるよう工夫すること。 

（3）募集、採用、定住・定着の支援 

玉城町が考えるミッションや求める人物像と合った隊員の募集や採用に向け

ての支援を行うこと。条件は以下のとおり。 



・募集案件組成に向けた打ち合わせや企画を行い、魅力ある募集記事作成を行

うこと。 

・玉城町に対して、協力隊を募集するマッチングサイトの選定および登録代行

の実施や、面接の実施方法などの募集•採用に関するアドバイスを行うこと。 

・協力隊希望者が定住・定着にできるように、着任から任期終了後の定住まで

のビジョン形成ができるようにアドバイスを行うこと。 

 

6 実績報告および成果物 

委託業務完了後、1 週間以内に実績報告書(実施内容の概要、実施状況写真

等をまとめたもの)を作成の上、玉城町に提出すること。 

部数紙媒体 1部および電子データ 1式 

 

７ その他 

（1）受託者は業務執行に当たっては、総括責任者および各業務工程別に責任者

を定め、委託者に届出すること。また、貸与する資料および成果物等の管理

に万全を期すこと。 

（2）委託業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはなら

ない。ただし、あらかじめ玉城町の承諾を得た場合は、この限りではない。 

（3）委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、または委託業務以

外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、または委託契約が解除

された後においても同様とする。 

（4）受託者は、委託業務の履行にあたり、自己の責めに帰すべき理由により玉

城町に損害を与えたときは、その損害の責めを負うものとする。 

（5）受託者は、委託業務の履行にあたり、受託者の行為が原因で参加者その他

の第三者に損害が生じた場合は、その賠償の責めを負うものとする。 

（6）玉城町は、必要に応じ、受託先を訪問し状況確認を行うとともに、実地お

よび書面による検査を実施することができるものとする。 

（7）本仕様書に基づく業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守すること。 

（8）受託者は、この契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれのあるこ

とを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとす

る。 



（9）本契約により発生した著作物の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条まで

に規定する権利で、第 27条および第 28条に定める権利を含む。)および著

作物の翻案等により発生した二次的著作権は、委託料の支払いが完了した

ときをもって玉城町に譲渡されるものとする。また、受託者は著作権を譲渡

した著作物に関して、著作人格権を行使しないものとする。 

（10）受託者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者または暴力団関係

法人等(以下暴力団等という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を

負うものとする。 

ア．断固として不当介入を拒否すること。 

イ．警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

ウ．委託者に報告すること。 

 

8 その他 

（1）本仕様書に記載のない事項および疑義がある場合、速やかに係員と協議す

ること。 


